
JP 2010-46486 A 2010.3.4

10

(57)【要約】
【課題】歯科用放射線装置の改善。
【解決手段】Ｘ線発生装置（１８）とその正面でＸ線を
受光するセンサー（２０）を具備し、これらの組立体を
所定面内の所定の軌跡に沿って移動させパノラマ画像を
生成するに適したものであり、Ｘ線発生装置は面に垂直
な軸に沿って延伸するコリメーション用スリット（１８
ｅ、１８ｆ）を備え、第１の動作モードでこの軸に沿っ
て延伸するＸ線ビームを発生しセンサーは画素マトリッ
クスを備えビームに対応して軸に沿って延伸する。セン
サーを９０°軸回転させて面に平行に延伸するようにす
る手段と、Ｘ線発生装置を第１の動作モードからセンサ
ーの方向に平行に延伸するＸ線ビームを発生させる第２
の動作モードに移行させ、センサーを常にビームと対応
させる手段（２２）とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科用放射線装置（１０）であって、
　Ｘ線発生装置（１８）と、その正面にあってそのＸ線発生装置から出るＸ線を受光する
センサー（２０）とを備えていて、そのＸ線発生装置とそのセンサーで構成される組立体
をある面（Ｐ）内の所定の軌跡に沿って移動させることによって対象物のパノラマ画像を
生成させることができるもので、
　Ｘ線発生装置は、面（Ｐ）に垂直な軸（Ｚ）に沿って延伸する少なくとも１つのコリメ
ーション用スリット（１８ｅ、１８ｆ）を備えていて、
　第１の動作モードにおいて、この軸に沿って延伸するＸ線ビームを発生させ、
　センサーは画素マトリックスを備えていて、このビームに対応して軸（Ｚ）に沿って延
伸する構成にされているものにおいて、
　　　　センサーを９０°軸回転させて面（Ｐ）に平行な方向に延伸するようにする手段
と、
　　　　少なくとも１つのコリメーション用スリット（１８ｅ、１８ｆ）を備えるＸ線発
生装置を第１の動作モードから第２の動作モードに移行させ、その第２の動作モードにお
いて、センサーの方向に平行に延伸するＸ線ビームを発生させることで、このように配置
されたセンサーがそのビームと常に対応しているようにする手段（２２）とを備える、
　ことを特徴とする歯科用放射線装置。
【請求項２】
　第２の動作モードにあるＸ線発生装置と、面（Ｐ）に平行に配置されたセンサーとで構
成される組立体を、軸（Ｚ）に平行な固定軸のまわりを回転駆動させる手段（４９）と、
　その回転運動の間にＸ線発生装置－センサーの組立体が取る複数の角度位置について、
コリメートされたＸ線を照射された対象物の複数の画像信号を取得する手段と、
　取得した画像信号の集合をもとにして、照射された対象物の立体表示を得る手段と、
　このようにして得られた立体表示をもとにして、その対象物のパノラマ画像をのちに生
成させるときにＸ線発生装置－センサーの組立体がたどらねばならない軌跡を特定する手
段と、を備える、
　ことを特徴とする請求項１に記載の歯科用放射線装置。
【請求項３】
　複数の画像信号を取得する手段が、センサーの画素マトリックスによって捕集されたデ
ータを読み取る手段を備えていて、
　その読み取り手段が、所定数の画素に従って画素をグループ化する手段を備えているた
め、このようにグループ化された画素が読み取られる、
　ことを特徴とする請求項２に記載の歯科用放射線装置。
【請求項４】
　得られた立体表示をもとにして軌跡を特定する手段が、この立体表示を構成するデータ
を閾値化またはセグメント化する手段を備える、
　ことを特徴とする、請求項２または３に記載の歯科用放射線装置。
【請求項５】
　Ｘ線発生装置（１８）が単一のコリメーション用スリットを備えているため、そのＸ線
発生装置とそのスリットを９０°軸回転させることによって面（Ｐ）に平行な方向に沿っ
て延伸するＸ線ビームを生成させることができる、
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の歯科用放射線装置。
【請求項６】
　Ｘ線発生装置が、互いに垂直な方向に沿って延伸する２つのコリメーション用スリット
（１８ｅ、１８ｆ）を備えているため、それぞれが、命令によりそのＸ線発生装置の前を
次々に通過し、軸（Ｚ）に沿って延伸するＸ線ビームと、その軸（Ｚ）に垂直な軸に沿っ
て延伸するＸ線ビームをそれぞれ生成させることができる、
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の歯科用放射線装置。
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【請求項７】
　Ｘ線発生装置（１８）が単一のコリメーション用スリットを備えていて、この歯科用放
射線装置が、そのスリットの互いに垂直な方向に沿った長さを調節する手段（７４、７６
、７８、８０、１０８、１１０、１１６、１１８）を備えている、
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の歯科用放射線装置。
【請求項８】
　調節手段が、それぞれの方向に独立であることを特徴とする、請求項７に記載の歯科用
放射線装置。
【請求項９】
　コリメーション用スリットが４つの辺（５８、６０、６２、６４）によって区画されて
いて、調節手段がその各辺を互いに独立に移動させることができることを特徴とする、請
求項７または８に記載の歯科用放射線装置。
【請求項１０】
　歯科用放射線装置をもとにして、対象物のパノラマ画像を生成させる方法であって、
　歯科用放射線装置が、
　　　　Ｘ線発生装置（１８）と、その正面にあってそのＸ線発生装置から出るＸ線を受
光するセンサー（２０）とを備えていて、
　　　　そのＸ線発生装置は、面（Ｐ）に垂直な軸（Ｚ）に沿って延伸する少なくとも１
つのコリメーション用スリット（１８ｅ、１８ｆ）を備えていて、第１の動作モードにお
いて、この軸に沿って延伸するＸ線ビームを発生させ、センサーは画素マトリックスを備
えていて、このビームに対応して軸（Ｚ）に沿って延伸する構成にされていて、
　　この方法が、
　その対象物のパノラマ画像を生成させるためにＸ線発生装置－センサーの組立体が面（
Ｐ）内をたどる軌跡を得るため、この歯科用放射線装置をコーン・ビーム断層撮影モード
で動作させることを目的として、
　　　　センサーを９０°軸回転させて面（Ｐ）に平行な方向に延伸するようにするステ
ップ（Ｓ１）と、
　　　　少なくとも１つのコリメーション用スリット（１８ｅ、１８ｆ）を備えるＸ線発
生装置を第１の動作モードから第２の動作モードに移行させ、その第２の動作モードにお
いて、センサーの方向に平行に延伸するＸ線ビームを発生させることで、このように配置
されたセンサーがそのビームと常に対応しているようにするステップ（Ｓ２）と、
　をあらかじめ含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　第２の動作モードにあるＸ線発生装置と、面（Ｐ）に平行に配置されたセンサーとで構
成される組立体を、軸（Ｚ）に平行な固定軸のまわりを回転駆動させるステップと、
　　　　その回転運動の間にＸ線発生装置－センサーの組立体が取る複数の角度位置につ
いて、コリメートされたＸ線を照射された対象物の複数の画像信号を取得するステップ（
Ｓ３）と、
　　　　取得した画像信号の集合をもとにして、照射された対象物の立体表示を得るステ
ップ（Ｓ４）と、
　　　　このようにして得られた立体表示をもとにして、その対象物のパノラマ画像をの
ちに生成させるときにＸ線発生装置－センサーの組立体がたどらねばならない軌跡を特定
するステップ（Ｓ６）と、を含む、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　複数の画像信号を取得するステップが、センサーの画素マトリックスによって捕集され
たデータを読み取るステップを含んでいて、その読み取りステップが、所定数の画素に従
って画素をグループ化する操作を含んでいるため、このようにグループ化された画素が読
み取られる、
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　ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　得られた立体表示をもとにして軌跡を特定するステップが、この立体表示を構成するデ
ータを閾値化またはセグメント化するステップ（Ｓ５）を含む、
　ことを特徴とする請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　センサーを９０°軸回転させてそのセンサーを軸（Ｚ）に平行な位置に戻すステップ（
Ｓ８）と、
　少なくとも１つのコリメーション用スリットを有するＸ線発生装置を第２の動作モード
から第１の動作モードに移行させるステップと、
　少なくとも１つのコリメーション用スリットを有するＸ線発生装置と、軸（Ｚ）に平行
に配置されたスリットとで構成される組立体を、あらかじめ特定された軌跡に沿って移動
させる命令を、軸（Ｚ）に平行な軸のまわりの回転運動と組み合わせるステップと、
　命令されたこの移動をセンサーの画素のシフトと組み合わせてパノラマ画像を取得する
ステップと、を含む、
　ことを特徴とする請求項１１から１３のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科用放射線装置と、その利用法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科放射線医学の分野では、例えばパノラマ画像またはコーン・ビーム断層画像を取得
するため、Ｘ線発生装置とＸ線センサーのそれぞれをアーチの形態になった構造体のアー
ムに取り付けた状態で備える歯科用放射線装置が知られている。
【０００３】
　パノラマ画像しか得られない装置が存在している一方で、別の装置は、パノラマ画像と
コーン・ビーム断層画像の両方を生成させることができる。
【０００４】
　第１のタイプの装置では、Ｘ線発生装置は鉛直方向のコリメーション用スリットを備え
ていて、画素マトリックスの形態にされたセンサーは、そのＸ線発生装置のスリットと向
かい合って配置された鉛直方向のスリットの背後に配置されている。
【０００５】
　Ｘ線撮影をする対象物は、Ｘ線発生装置とセンサーの間に配置される。Ｘ線は、スリッ
トによってコリメートされた円錐の形態でＸ線発生装置からその対象物に向けて発生する
。センサーは、その対象物を照射したＸ線を受光して電気信号に変換し、照射された対象
物の画像の信号を出力する。
【０００６】
　このタイプの装置を用いて患者の顎のＸ線撮影を行ない、特にその顎のパノラマ画像を
取得することを望む場合には、患者はアーチの下でＸ線発生装置とセンサーの間に座った
状態または立った状態になる。
【０００７】
　センサーが患者の顎の画像信号を供給できるよう、アーチは、顎にＸ線を照射している
間に鉛直回転軸のまわりを回転する。
【０００８】
　アーチの回転軸は、回転運動すると同時に、患者の歯列弓の形状に沿った馬蹄形の軌跡
を描く。興味の対象となる求める領域（歯列弓）は顎をカバーしている。
【０００９】
　しかしＸ線発生装置とセンサーは患者の両側に位置しているため、回転中にセンサーに
よって捕集される取得画像において骨構造が顎と重なることになる。
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【００１０】
　この重複の影響を制限するため、センサーの画素を、アーチの運動と位置に依存した速
度でシフトさせる。すると運動によるぼけが生じ、望ましくない上記の骨構造が水平な帯
（引きずりによるぼけ）となるため、診断を確立する際の不便さが制限される。
【００１１】
　さらに、軌跡がたどる運動とは逆方向にシフトして読み取られるセンサーの画素は、鮮
明領域にある歯列弓の面に対して固定されたままに留まるようにされている。
【００１２】
　この方法はＴＤＩ（時間遅延積分）という名称で知られており、線量の収支をよりよく
するのにも寄与する。
【００１３】
　アーチの回転速度、回転中心の軌跡、センサー上の画素の並進速度を組み合わせること
で、患者の歯列弓に従うある程度広い帯の形状の鮮明領域を得ることができる。この鮮明
領域の両側に位置する対象物は、引きずりによるぼけとなる。
【００１４】
　患者の顎の展開図として現われる得られた画像のレベルでは、鮮明領域の中に位置する
対象物は、この鮮明領域の両側に位置する対象物によって生じる引きずりによるぼけから
明らかに分離しているため、診断が容易になる。
【００１５】
　この軌跡に沿ったセンサーとＸ線発生装置の移動は、アーチの上方に位置していて回転
面内でＸ軸とＹ軸に沿ってセンサーとＸ線発生装置の運動を制御するためのサーボモータ
機構（例えばＸ、Ｙ方向に制御される盤）のおかげでなされる。
【００１６】
　この機構を制御するには、患者の歯列弓の形状に合った軌跡を知る必要がある。
【００１７】
　ところでパノラマ画像を得るとき、装置のオペレータは、患者の顎に合わせてセンサー
とＸ線発生装置の移動を制御することを可能にする情報を利用できない。
【００１８】
　したがって装置は、オペレータが標準的な複数の歯列弓の形状を利用できるようにされ
ていることが非常にしばしばあり、オペレータはその中から、Ｘ線撮影する患者に最も合
っていると思われるものを選択する。標準的な形状は典型的な形状の統計データに基づい
ている。次に、センサーとＸ線発生装置の組立体が、選択した歯列弓の標準的な形状に対
応する軌跡をたどるように装置をプログラムする（軌跡は、歯列弓の標準的な形状の互い
に反対側の２つの辺の間の平均線として規定される）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　しかしこの解決法は完全に満足のゆくものではない。というのも、センサーとＸ線発生
装置が患者の顎の形状に合った位置にないからである。
【００２０】
　その結果、このようにして得られた画像内の興味の対象となる領域の鮮明さに問題が生
じる可能性がある。例えば患者の歯は、オペレータが選択した歯列弓の標準的な形状に完
全には含まれない可能性がある。
【００２１】
　さらに、上に説明したばかりの選択法では、パノラマ画像を得るのにオペレータが複数
の操作を実行せねばならない。しかもこのパノラマ画像では、歯列弓のいくつかの領域（
門歯、臼歯など）が不正確になることがある。
【００２２】
　以上のことを考慮すると、上記の問題のうちの少なくとも１つを解決するのに少なくと
もわずかでも寄与できる装置と、その利用法があると興味深いであろう。
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【課題を解決するための手段】
【００２３】
　そこで本発明では、Ｘ線発生装置と、その正面にあってそのＸ線発生装置から出るＸ線
を受光するセンサーとを備えていて、そのＸ線発生装置とそのセンサーで構成される組立
体をある面Ｐ内の所定の軌跡に沿って移動させることによってパノラマ画像を生成させる
ことができ、Ｘ線発生装置は、面Ｐに垂直な軸Ｚに沿って延伸する少なくとも１つのコリ
メーション用スリットを備えていて、第１の動作モードにおいて、この軸に沿って延伸す
るＸ線ビームを発生させ、センサーは画素マトリックスを備えていて、このビームに対応
して軸Ｚに沿って延伸する構成にされた歯科用放射線装置において、この歯科用放射線装
置が、
　センサーを９０°軸回転させて面Ｐに平行な方向に延伸するようにする手段と、
　少なくとも１つのコリメーション用スリットを備えるＸ線発生装置を第１の動作モード
から第２の動作モードに移行させ、その第２の動作モードにおいて、センサーの方向に平
行に延伸するＸ線ビームを発生させることで、このように配置されたセンサーがそのビー
ムと常に対応しているようにする手段と、
　を備える歯科用放射線装置を提案する。
【００２４】
　したがってパノラマ画像の取得に適したセンサーを有するパノラマ撮影装置は、センサ
ーを通常の位置（パノラマ撮影モード）から、コーン・ビーム断層撮影によって対象物の
興味の対象となる領域の立体表示を取得できる位置に移動させることのできる手段を備え
ている。同様に、この装置は、その結果としてその少なくとも１つのスリットを備えるＸ
線発生装置の動作モードを変えることのできる手段、すなわちＸ線ビームが延伸する方向
を変えることのできる手段を備えている。というのもビームが延伸する方向は、軸回転の
後にセンサーの方向に合っていなければならないからである。
【００２５】
　パノラマ画像を撮影する歯科用放射線装置のこの新しい構成では、装置の新しい機能が
獲得されて、（コーン・ビーム断層撮影により）対象物に固有の特別な領域の立体表示を
得ることができる。この立体表示は、装置が通常のパノラマ撮影モードで動作してパノラ
マ画像を生成させるときにこの装置によって利用される。
【００２６】
　さらに、この装置は、特に、
　第２の動作モードにあるＸ線発生装置と、面Ｐに平行に配置されたセンサーとで構成さ
れる組立体を、軸Ｚに平行な固定軸のまわりを回転駆動させる手段と、
　その回転運動の間にＸ線発生装置－センサーの組立体が取る複数の角度位置について、
コリメートされたＸ線を照射された対象物の複数の画像信号を取得する手段と、
　取得した画像信号の集合をもとにして、照射された対象物の立体表示を得る手段と、
　このようにして得られた立体表示をもとにして、その対象物のパノラマ画像をのちに生
成させるときにＸ線発生装置－センサーの組立体がたどらねばならない軌跡を特定する手
段とを備えている。
【００２７】
　（センサーと生成するＸ線ビームで空間的な方向が異なる）この新しい構成では、パノ
ラマ撮影装置は、コーン・ビーム断層撮影によって供給されるデータを処理することによ
り、断層撮影する対象物に合った軌跡を得ることのできる手段を備えている。この対象物
のパノラマ画像を作り出すとき、パノラマ撮影装置の移動がこの軌跡に沿ってガイドされ
、センサーとＸ線発生装置が、対象物の輪郭のできるだけ近くをたどる、すなわち対象物
の輪郭をできるだけ忠実にたどることになる。
【００２８】
　その結果、生成する対象物のパノラマ画像は、以前よりも優れた品質になろう。このよ
うにして対象物（例えば歯列弓）が鮮明面の中にあることを保証する。
【００２９】
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　さらに、オペレータは、標準的ないろいろなタイプの歯列弓の中から選択する必要がな
くなる。するとエラーの危険性と操作の回数が減る。
【００３０】
　１つの特徴によれば、複数の画像信号を取得する手段は、センサーの画素マトリックス
によって捕集されたデータを読み取る手段を備えていて、その読み取り手段が、所定数の
画素に従って画素をグループ化する手段を備えているため、このようにグループ化された
画素が読み取られる。
【００３１】
　画素をグループ化すると、装置を動作させるために用いるＸ線の線量を減らすことがで
きる。
【００３２】
　画素をグループ化することで取得する画像の空間解像度が失われるとしても、求める情
報が何であるかを考慮するとこれは問題ではない。
【００３３】
　１つの特徴によれば、得られた立体表示をもとにして軌跡を特定する手段は、この立体
表示を構成するデータを閾値化またはセグメント化する手段を備えている。
【００３４】
　１つの特徴によれば、Ｘ線発生装置は単一のコリメーション用スリットを備えているた
め、そのＸ線発生装置とそのスリットを９０°軸回転させることによって面Ｐに平行な方
向に沿って延伸するＸ線ビームを生成させることができる。
【００３５】
　装置は、その目的で、Ｘ線発生装置とそのコリメーション用スリットからなる組立体を
命令によって軸回転させる手段（例えばモータ）を備えている。
【００３６】
　１つの特徴によれば、Ｘ線発生装置は、互いに垂直な方向に沿って延伸する２つのコリ
メーション用スリットを備えているため、それぞれが、命令によりそのＸ線発生装置の前
を次々に通過し、軸Ｚに沿って延伸するＸ線ビームと、その軸Ｚに垂直な軸に沿って延伸
するＸ線ビームをそれぞれ生成させることができる。
【００３７】
　装置は、その目的で、命令によってスリットを移動させ、そのことによって適切な方向
を向いたそのスリットをＸ線発生装置の出力ウインドウの前に位置させることで、望む軸
に沿って延伸するビームを発生させる手段（例えばモータ）を備えている。
【００３８】
　１つの特徴によれば、Ｘ線発生装置は単一のコリメーション用スリットを備えていて、
歯科用放射線装置は、そのスリットの互いに垂直な方向に沿った長さを調節する手段を備
えている。
【００３９】
　したがってスリットの向きが一方の方向であるか他方の方向であるかを命令によって調
節できる。
【００４０】
　スリットのサイズも必要に応じて調節されることに注意されたい。
【００４１】
　１つの特徴によれば、調節手段は、それぞれの方向に独立である。
【００４２】
　このようにして、それぞれの方向に固有の調節手段のおかげで、スリットを一方の方向
に沿って延伸するように選択し、他方の方向に沿った延び方は変えないことが可能である
。
【００４３】
　１つの特徴によれば、コリメーション用スリットは４つの辺によって区画されていて、
調節手段がその各辺を互いに独立に移動させることができる。
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【００４４】
　したがってこの機構により、利用の柔軟性が大きくなり、２つずつ向かい合った辺の間
の離れ具合を特に細かく調節できる。
【００４５】
　本発明は、Ｘ線発生装置と、その正面にあってそのＸ線発生装置から出るＸ線を受光す
るセンサーとを備えていて、そのＸ線発生装置は、面Ｐに垂直な軸Ｚに沿って延伸する少
なくとも１つのコリメーション用スリットを備えていて、第１の動作モードにおいて、こ
の軸に沿って延伸するＸ線ビームを発生させ、センサーは画素マトリックスを備えていて
、このビームに対応して軸Ｚに沿って延伸する構成にされた歯科用放射線装置をもとにし
て、対象物のパノラマ画像を生成させる方法であって、この方法が、その対象物のパノラ
マ画像を生成させるためにＸ線発生装置－センサーの組立体が面Ｐ内をたどる軌跡を得る
ため、この歯科用放射線装置をコーン・ビーム断層撮影モードで動作させることを目的と
して、
　－　センサーを９０°軸回転させて面Ｐに平行な方向に延伸するようにするステップと
、
　－　少なくとも１つのコリメーション用スリットを備えるＸ線発生装置を第１の動作モ
ードから第２の動作モードに移行させ、その第２の動作モードにおいて、センサーの方向
に平行に延伸するＸ線ビームを発生させることで、このように配置されたセンサーがその
ビームと常に対応しているようにするステップをあらかじめ含むことを特徴とする方法も
目的とする。
【００４６】
　したがってこの方法では、パノラマ撮影モードで動作する装置の機能改善に利用される
ことになるデータを取得するためとパノラマ画像の品質を向上させるため（特に後者）、
一時的にパノラマ撮影動作モードからコーン・ビーム断層撮影動作モードに移るようにさ
れている。
【００４７】
　特に、この方法は、
　　　　第２の動作モードにあるＸ線発生装置と、面Ｐに平行に配置されたセンサーとで
構成される組立体を、軸Ｚに平行な固定軸のまわりを回転駆動させるステップと、
　　　　その回転運動の間にＸ線発生装置－センサーの組立体が取る複数の角度位置につ
いて、コリメートされたＸ線を照射された対象物の複数の画像信号を取得するステップと
、
　　　　取得した画像信号の集合をもとにして、照射された対象物の立体表示を得るステ
ップと、
　　　　このようにして得られた立体表示をもとにして、その対象物のパノラマ画像をの
ちに生成させるときにＸ線発生装置－センサーの組立体がたどらねばならない軌跡を特定
するステップと、
　を含んでいる。
【００４８】
　したがって装置をコーン・ビーム断層撮影動作モードにするとき、照射された対象物の
立体表示、またはその対象物の一部または興味の対照となる領域の立体表示を得ることが
可能である。
【００４９】
　パノラマ画像を得るのに実行する全操作の線量の収支が不利な状況になることを避ける
ため、この立体表示を得るのに必要な線量を少なくする。
【００５０】
　線量のこの低下が可能なのは、対象物の立体表示が低すぎる円筒形に内接しているため
、その円筒形を構成するデータを診断の目的では利用できないからである。
【００５１】
　さらに、パノラマ撮影動作モード用に求める軌跡を決定するために対象物の立体表示（
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対象物またはその一部の包絡線）を構成するデータに対して行なわれる処理操作（閾値化
またはセグメント化）では、品質の優れた画像が必要とされない。
【００５２】
　したがってＸ線の線量の低下が可能である。なぜならこの低下によってこの軌跡を得る
ことは妨げられないからである。
【００５３】
　求める軌跡は、上記の立体表示によって供給される対象物またはその一部の包絡線に対
する平均線として規定することができる。
【００５４】
　コーン・ビーム断層撮影動作モードで利用されるＸ線の線量をさらに減らせることに注
意されたい。そのためには、複数の画像信号を取得するステップに、画素マトリックスに
よって捕集されたデータを読み取るステップが含まれる。このステップでは、センサーの
画素を所定の数に従って（画素のグループが正方形を形成するように）グループ化し、こ
のようにしてグループ化された画素を読み取ることが想定されている。
【００５５】
　例えば画素を２×２のグループにする場合には、信号対雑音比が４倍になり、Ｘ線の線
量が１／４になる。
【００５６】
　装置をのちにパノラマ撮影動作モードで用いるとき、Ｘ線発生装置－センサーの組立体
は、対象物の実際のデータのおかげで上記のようにして得られた軌跡に沿って移動するこ
とになる。すると生成するパノラマ画像の品質、特に鮮明さが保証されることになる。
【００５７】
　１つの特徴によれば、本発明の方法は、
　　　　センサーを９０°軸回転させてそのセンサーを軸Ｚに平行な位置に戻すステップ
と、
　　　　少なくとも１つのコリメーション用スリットを有するＸ線発生装置を第２の動作
モードから第１の動作モードに移行させるステップと、
　　　　少なくとも１つのコリメーション用スリットを有するＸ線発生装置と、軸Ｚに平
行に配置されたスリットとで構成される組立体を、あらかじめ特定された軌跡に沿って移
動させる命令を、軸Ｚに平行な軸のまわりの回転運動と組み合わせるステップと、
　　　　命令されたこの移動をセンサーの画素のシフトと組み合わせてパノラマ画像を取
得するステップとを、
　含んでいる。
【００５８】
　したがって、センサーを９０°軸回転させ、上記の少なくとも１つのコリメーション用
スリットを有するＸ線発生装置の第１の動作モードをアクティブにすることにより、通常
のパノラマ撮影動作モードに容易に戻る。
【００５９】
　したがって得られる軌跡によってセンサーとＸ線発生装置の面内での移動を正確かつ信
頼性よくプログラムし、優れた品質の最終画像を生成させることができる。
【００６０】
　本発明の他の特徴と利点は、添付の図面を参照した例示としての以下の説明に現われる
であろう。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の歯科用放射線装置の全体概略図である。
【図２】パノラマ撮影動作モードのため、画像取得用の第１の面と、鉛直方向の第１の形
状のスリットの配置を示す全体概略図である。
【図３】図１の装置の移動盤２４を単純化した全体概略図である。
【図４】軌跡決定動作モードのためにセンサーと水平状態のスリットが配置されている状



(10) JP 2010-46486 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

態を示す全体図である。
【図５ａ】幾何学的形状を変えることのできる単一のスリットを実現するために利用する
手段の概略図である。
【図５ｂ】幾何学的形状を変えることのできる単一のスリットを実現するために利用する
手段の概略図である。
【図５ｃ】図５ａと図５ｂの機構で得られるスリットの一例である。
【図６】図１の装置の動作アルゴリズムである。
【図７】対象物２３の一部を再構成した立体の概略図である。
【図８】歯列弓と本発明のおかげで得られた軌跡とを上から見た概略図である。
【図９】図８の軌跡から得られるパノラマ画像の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
　図１に全体を参照番号１０で示してあるように、本発明による歯科用放射線装置は、パ
ノラマ撮影タイプの装置である。この装置により、ある対象物（例えば歯列弓）のパノラ
マ画像を生成させることができる。この装置は、固定されたフレーム１２（例えば鉛直な
支柱）を備えており、そのフレームに、回転する断層撮影ユニット１４が取り付けられて
いる。断層撮影ユニットについてこれから説明する。
【００６３】
　このユニットは、横倒しにされたＣ字形の可動構造体１６（アーチ）を備えていて、こ
のアーチは、支持体を形成していてＣ字の本体を構成する中央の水平な支柱１６ａと、こ
の水平な支柱から下に向かってそれぞれがＣ字の２つの枝を構成する鉛直な２本のアーム
１６ｂ、１６ｃとを有する。
【００６４】
　Ｘ線源またはＸ線発生装置１８がアーム１６ｂに固定されている一方で、可動検出ユニ
ット２０がアーム１６ｃに取り付けられている。
【００６５】
　したがってＸ線発生装置１８と検出ユニット２０は互いに向かい合って配置されていて
、互いに固定された幾何学的関係にある。
【００６６】
　Ｘ線発生装置１８と検出ユニット２０の支持体として機能する構造体１６は、回転する
Ｘ線撮影ユニット１４の心臓部を構成する。
【００６７】
　放射線医学装置１０は、図示していないが、フレーム１２の一端に固定された下方アー
ムも備えている。このアームの自由端には、この装置が動作してＸ線画像を取得している
間、患者の頭部を動かなくすることのできる位置決め装置が取り付けられている。したが
って頭部はＸ線発生装置１８と検出ユニット２０の間に挿入される。
【００６８】
　Ｘ線発生装置１８には、検出ユニット２０と向かい合う面１８ａに、例えば円弧の形状
（扇形）の可動支持体２２が取り付けられている。この面１８ａには、Ｘ線発生装置から
出るＸ線の出力ウインドウ１８ｂが設けられている。
【００６９】
　支持体２２は、Ｘ線のこの出力ウインドウ１８ｂの前に位置しており、複数（例えば３
つ）のコリメーション用スリットを備えている。これらスリットは、それぞれ、支持体の
制御状態に応じて出力ウインドウ１８ｂの正面に位置する。
【００７０】
　移動手段（例えばモータ１８ｃ）により、支持体２２の移動を制御することができる。
ここでは移動は、Ｘ線発生装置の面１８ａに垂直な軸１８ｄのまわりを回転する形態でな
される。
【００７１】
　図示した例では、スリットは、互いに垂直な方向に延びている。各スリットが順番にウ
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インドウ１８ｂの前に配置されるとき、スリット１８ｅは鉛直方向であり、スリット１８
ｆは水平方向である。
【００７２】
　各スリットは例えば長方形の形状である。
【００７３】
　したがってコリメートされたＸ線ビームは、正面にある長方形断面のスリットを通過す
ることによって先端が切断された円錐の形状を持つ。このビームは、底面において（スリ
ットの面に平行な断面内で）、スリットが延伸する方向に対応する方向に沿って延びてい
る。
【００７４】
　図１に示した状態では、Ｚ軸に沿って延伸するスリット１８ｅが選択された（Ｘ線発生
装置の第１の動作モード）。
【００７５】
　アーム１６ｃに固定されたセンサー２０は、Ｘ線発生装置１８と向かい合った位置にあ
る。このセンサーは、Ｘ線発生装置から出てそのＸ線発生装置とセンサーの間に配置され
た対象物を照射した後のＸ線を受光することと、対象物を横断することによって減衰した
Ｘ線を、この対象物のＸ線画像を表わす電気信号に変換することができる。
【００７６】
　センサーは、装置のこの第１の動作モードのため、Ｚ軸（図１）に平行な長手方向に沿
って延伸していてコリメーション用スリット１８ｅから出るビームに対応する構成にされ
た画素マトリックスを備えていることに注意されたい。
【００７７】
　このセンサーは、例えばＣＣＤタイプの電荷移動センサーであり、その長方形のサイズ
は例えば１２ｃｍ（Ｚ軸に沿った高さ）×１ｃｍ（幅）である。センサー２０ａの制御と
電力供給のための電子回路が、そのセンサーの裏側に設けられている。
【００７８】
　図１の装置は、公知のようにパノラマ撮影モード（第１のモード）で動作することがで
きる。
【００７９】
　そうするため、第１の形状のスリット２２ａを備えたＸ線発生装置とアーチ状構造体に
よって支持された第１のセンサー２０ａとを含む組立体が、Ｚ軸に垂直な面Ｐ内を移動す
る（図２）。しかし装置の動作は、互いに垂直なＺ軸と面Ｐがそれぞれ鉛直方向と水平方
向でないとしても同じであろう。
【００８０】
　面Ｐ内の移動は、Ｚ軸に平行な軸の回転と、患者２３の顎の歯列弓の全体形状を再現す
る馬蹄形の軌跡に沿った移動を組み合わせた結果としての運動である。
【００８１】
　この軌跡は、水平面内で、歯列弓の互いに反対側の２つの辺の間の平均線に対応してい
る。
【００８２】
　Ｘ線発生装置－センサーの組立体の移動は、支持構造体の移動手段によって保証される
。
【００８３】
　この手段は、例えばＸ、Ｙ方向に制御される移動盤の形態（サーボ制御機構）であり、
上記の軌跡を描くようプログラムされている。
【００８４】
　図３に非常に大まかに示してあるように、盤２４は、第１の方向Ａ１（Ｙ）を向いた長
手方向の２本のレール３２、３４の上を第１の駆動手段の作用によって滑る第１の台車３
０を備えている。第１の駆動手段は、例えばウォーム３８によってその台車に接続された
モータ３６である。
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【００８５】
　盤は、第２の方向Ａ２（Ｘ）（方向Ａ１とＡ２は、面Ｐに平行な平面内に含まれる）の
長手方向を向いた２本のレール４２、４４の上を第２の駆動手段の作用によって滑る第２
の台車４０も備えている。第２の駆動手段は、例えばウォーム４８によってその台車に接
続されたモータ４６である。
【００８６】
　盤２４はアーチ形状の構造体１６と一体化しており、駆動手段４９（例えばモータ）が
構造体１６に接続されていて、命令により、この構造体を、面Ｐに垂直で、したがって方
向Ａ１とＡ２によって規定される面に垂直な回転軸５１のまわりに回転駆動する。
【００８７】
　台車３０と４０がＸ方向とＹ方向に沿って移動するのを適切に制御することにより、構
造体１６は、面Ｐ内で求める（馬蹄形の）軌跡を描く。
【００８８】
　Ｘ線発生装置と第１のセンサー２０ａが面Ｐ内で対象物（患者の顎）のまわりを移動す
るとき、そのセンサーは、ＴＤＩ（時間遅延積分として知られる）と呼ばれるモードで動
作する。
【００８９】
　公知のこの動作モードは、患者の顎を照射したＸ線を捕集する可動センサーの画素が顎
に対して固定されていると見なされるようにすることを目的としている。
【００９０】
　そうするため、マトリックスの読み取りパルスのもとで、シフト・レジスタに向けての
マトリックスの行のシフトがセンサーの移動方向と逆になるように画素マトリックスの読
み取り頻度を調節する。
【００９１】
　したがってＴＤＩモードにより、得られるパノラマ画像のぼけ現象を避けることができ
る。
【００９２】
　図１の装置に関して上に説明したばかりの第１の動作モードは、パノラマ撮影モードに
関する。
【００９３】
　しかし本発明の装置を第２の動作モードで利用し、パノラマ撮影動作モードにおいてセ
ンサーとＸ線発生装置がたどることになる軌跡を決定することができる。
【００９４】
　そうするため、装置は、図２のセンサー２０を９０°軸回転させてそのセンサーを図４
に示した位置にする手段２０ｂ（例えばモータ）を備えている。
【００９５】
　するとセンサーは面Ｐに平行な方向に沿って延びた状態に配置される。
【００９６】
　装置は、一般に少なくとも１つのコリメーション用スリット（図２でＺ軸に沿って延伸
するスリット）を有するＸ線発生装置が、第１の動作モードから、スリットが面Ｐとセン
サーの長手方向に平行な方向に沿って延びている第２の動作モードへと移行するのに適し
た手段をさらに備えている。
【００９７】
　第２の動作モードでは、このような空間的方向のスリットを有するＸ線発生装置は、底
面においてその同じ方向に沿って延伸するＸ線ビームを生成させることができる。
【００９８】
　したがってセンサーとスリットは常に向かい合った位置にあるため、Ｘ線ビームは軸回
転した後に常にセンサーに到達することができる。
【００９９】
　図１に示した実施例では、放射線医学装置は、スリットの支持体２２の駆動手段１８ｃ
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に対する移動命令に従って切り換えることのできる２つのコリメーション用スリット１８
ｅ、１８ｆを備えている。
【０１００】
　スリットを切り換える（スリット支持体を矢印２５で示した方向に軸回転させる）こと
により、図２の鉛直方向のスリット１８ｅは水平方向のスリット１８ｆで置き換えられ、
そのスリット１８ｆが出力ウインドウ１８ｂの前に来る。
【０１０１】
　このように配置されたセンサー２０とスリット１８ｆ（図４）は、次に、対象物２３に
合った上記の軌跡を決定するため、図３の手段４９によって回転軸Ｂ（鉛直方向）のまわ
りに回転駆動される。軌跡の決定についてはあとで説明する。
【０１０２】
　図５ａと図５ｂは、図１のスリット１８ｅと１８ｆの代わりに、幾何学的形状を変える
ことのできる単一のコリメーション用スリットを実現できる一変形例を示している。
【０１０３】
　命令によってスリットの幾何学的形状を変えるため、その中でも特に互いに垂直な２つ
の方向（例えば水平方向と鉛直方向）に沿った長さを変えるため、調節手段が設けられて
いる。
【０１０４】
　より詳細には、スリットの１つの方向に沿った長さを変えることのできる調節手段は、
別の方向での長さを変えることのできる手段とは独立であるため、調節の柔軟性が非常に
大きい。
【０１０５】
　図示した実施例では、放射線医学装置は、コリメーション用スリットを規定する４つの
辺５８、６０、６２、６４のそれぞれの位置を独立に変化させる独立な４つの調節手段５
０、５２、５４、５６を備えている。
【０１０６】
　この装置は、例えば図１のＸ線発生装置に支持されるか、構造体１６（例えばアーム１
６ｂ）に直接固定されてウインドウ１８ｂの前に位置するスリット支持体（図示せず）を
備えている。
【０１０７】
　この支持体には、順番に、図５ｂの機構が、次いで図５ａの機構が重ねられる。
【０１０８】
　これらの機構は、図を見やすくするために重ねた状態では示していない。
【０１０９】
　より詳細には、図５ａの機構は、互いに向かい合って配置された２枚の（例えば長方形
の）プレート６６、６８の２つの辺５８、６０を備えており、それぞれ、垂直に配置され
た別のプレート７０、７２に固定されている。
【０１１０】
　したがってそれぞれのプレート対６６、７０と６８、７２は、Ｌ字、または１８０°回
転したＬ字を形成する。
【０１１１】
　それぞれの対の第２のプレート７０、７２は、第１のプレートが固定されている辺とは
反対側の辺に、一列になった長手方向の歯７４、７６を備えている。
【０１１２】
　辺５８（または６０）の移動手段は、歯の付いたピニオン７８（または８０）を出力軸
に有するモータ５０（または５２）を備えている。このピニオンは、歯７６（または７４
）と協働し、ピニオンの回転方向に応じてプレート７２と６８を方向Ｄ１に沿っていずれ
かの方向に移動させる。
【０１１３】
　対応するプレート、したがって対応する辺の長手方向の移動をガイドするため、ガイド
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用開口部８２（または８４）が第２のプレート７２（または７０）に設けられるとともに
、上記の支持体に固定された２つのガイド用ピン８６、８８（または９０、９２）がこの
開口部の中に位置している。
【０１１４】
　この機構によって向かい合った辺５８と６０の方向Ｄ１に沿った離れ具合を調節するこ
とで、スリットの１つの方向のサイズ、したがって１つの方向の長さを調節することがで
きる。
【０１１５】
　それと同様に、図５ｂに示した機構によって向かい合った辺６２と６４の垂直な方向Ｄ
２に沿った離れ具合を調節することで、別の方向に沿ったスリットの１つのサイズを調節
することができる。
【０１１６】
　例えば辺６２と６４を近づけ、辺５８と６０を離すと、方向Ｄ１に沿って細長い形状の
スリットになる。すると（図１と図２のスリット１８ｅと同様）図５ｃに示したＺ軸に沿
って細長いスリットが得られる。
【０１１７】
　逆に、辺６２と６４を離し、辺５８と６０を近づけると、方向Ｄ２に沿って細長い形状
のスリットが実現する。したがって図１と図４のスリット１８ｆのようにＺ軸に垂直な軸
に沿って細長いスリットが得られる。
【０１１８】
　図５ｂに示したさまざまな要素、すなわち第１と第２のプレート１００、１０２（また
は１０４、１０６）、歯１０８（または１１０）、モータ５４（または５６）、歯の付い
たピニオン１１６（または１１８）、ガイド用開口部１２８（または１３０）の中のガイ
ド用ピン１２０、１２２（または１２４、１２６）は、図６ａの対応する要素と同じだが
、９０°だけずれている。
【０１１９】
　上に説明したばかりのパノラマ撮影装置１０は、従来よりも品質が向上したパノラマ画
像の実現を可能にする手段を備えている。この装置の利用法／動作モードについてこれか
ら説明する。
【０１２０】
　図６は、本発明の装置１０を動作させる方法の主要なステップを詳細に示すアルゴリズ
ムである。
【０１２１】
　このアルゴリズムは、例えば装置１０の機能を制御するプログラム可能な装置（例えば
ＰＣタイプのコンピュータ）のメモリ領域に記憶され、命令によって実行される。
【０１２２】
　本発明の方法は、自動的に実施できると望ましかろう。すると人間の介入が制限される
。
【０１２３】
　図６に示した本発明の方法のアルゴリズムは、放射線医学装置がパノラマ撮影モード（
第１の動作モード）から出て軸回転モード（第２の動作モード）に移る第１のステップＳ
１を含んでいる。
【０１２４】
　より詳細には、このステップにおいて、センサーはモータ２０ｂによって自動的に回転
駆動され、装置がパノラマ撮影モードで動作するとき（図１と図２）に占める初期位置か
ら９０°軸回転運動する。
【０１２５】
　このときセンサーは、面Ｐに平行な方向に沿って延伸する配置にされている（図４）。
同様に、Ｘ線発生装置の第２の動作モードでは、スリット支持体２２が移動してスリット
１８ｆがウインドウ１８ｂの前に来る。したがって面Ｐおよびセンサーと平行な方向を向
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いたこのスリットによってコリメートされたＸ線ビームは、センサーの新しい位置に常に
対応するようになっている。したがってＸ線発生装置から出てスリットによってコリメー
トされたＸ線は、向かい合ったセンサーによって常に受光される。
【０１２６】
　図５ａと図５ｂに示した変形例だと、上に説明したように適切なやり方で辺を移動させ
て調節可能なスリットを変形させ、図２（図５ｃ）のスリットから図４のスリットに移す
ことに注意されたい。
【０１２７】
　次のステップＳ２では、放射線医学装置がＣＢＣＴ（コーン・ビーム断層撮影）動作モ
ードに移る。
【０１２８】
　パノラマ撮影装置は、ＣＢＣＴ技術の画像センサーが不適切な形状であるため、通常は
、ＣＢＣＴ技術でＸ線撮影を行なう装備を備えていないことに注意されたい。
【０１２９】
　しかし本発明では、この技術を利用して完全なＸ線画像を得ることはできず、この動作
モードは、一時的に、パノラマ撮影モードではアクセスできない（照射された対象物に固
有の）個人的ないくつかのデータを取得するのに用いられる。このデータは、のちにパノ
ラマ撮影モードで利用されることになる。
【０１３０】
　したがってステップＳ２の後に、Ｘ線発生装置とセンサーの間に配置された対象物（例
えば図４の対象物２３、より詳細には患者の顎）のデータをコーン・ビーム断層撮影（Ｃ
ＢＣＴ）モードで取得するステップＳ３が続く。
【０１３１】
　特にステップＳ３においては、コリメーション用スリットを有するＸ線発生装置とセン
サーからなる組立体が面Ｐ内でＺ軸に平行な軸Ｂのまわりに回転駆動される。この回転運
動の間、この組立体は、順番に複数の角度位置を占め、その各角度位置において、コリメ
ートされたＸ線を照射された対象物の画像信号がセンサーによって取得される。
【０１３２】
　この運動の間、Ｘ線発生装置－センサーの組立体の回転中心は固定されている。この中
心は、例えば対象物２３の上に位置する。
【０１３３】
　この組立体の各角度位置に関してセンサーによって捕集されたデータは、対象物の、Ｘ
線発生装置－画像センサーの軸に沿った射影を表わす。
【０１３４】
　したがってＸ線発生装置とセンサーの組立体が完全に一回転し終わると、例えば、ビー
ムを照射された対象物２３の１つの射影をそれぞれが表わす画像信号の集合と、対象物の
３６０通りの射影（１°回転するごとに撮影される場合）が得られる。
【０１３５】
　それぞれのアナログ画像信号は、センサーの画素マトリックスによって捕集され、その
センサーによってアナログ電気信号に変換され、次いでディジタル信号に変換される。
【０１３６】
　これらの信号を得るのに用いるＸ線の線量を減らすには、読み取りのためにセンサーが
マトリックスの画素をあらかじめ決めた数（例えば２または３）に従ってグループ化でき
ることを利用するのが適切であることに注意されたい。
【０１３７】
　確かに、選択したグループ化に従って画素を２つまたは３つのグループによって読み取
ることにより、マトリックスの読み取りの雑音が減ってセンサーの信号対雑音比が大きく
なるため、Ｘ線の線量を少なくすることができる。
【０１３８】
　次のステップＳ４では、対象物の照射された部分の立体が、あらかじめ得られた画像信
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号の集合をもとにして再構成される。再構成されたこの立体は、高さが低い円柱１５０の
形状である。倍率は別にして、この円柱の高さまたは厚さｚ１は、センサーの最も短い部
分の長さ（短辺）に対応しているのに対し、この円柱の直径のほうは、センサーの最も長
い部分の長さ（長辺）によって制限される。
【０１３９】
　例えば円柱の高さは、数ミクロンから数ミリメートルになる。
【０１４０】
　立体１５０を図７に示してある。この立体は、患者の歯列弓を包含している。
【０１４１】
　再構成されたこの立体１５０は、照射された対象物の形状の立体表示を提供する。この
立体には、この対象物に特有の求めるデータを明らかにするのに十分な情報が含まれる。
【０１４２】
　対象物の立体表示は、興味の対象である領域の（軸Ｚに沿った）高さの中心に位置する
ことに注意されたい。このように中心を決める操作は、Ｘ線発生装置－センサーの組立体
を、その組立体を回転させる前に位置決めするとき（ステップＳ２）に実現される。ここ
で説明している例において興味の対象となる領域は、患者の顎の“噛み合わせ面”、すな
わち歯と歯の接触面である。
【０１４３】
　次のステップＳ５では、このようにして再構成された立体から、興味の対象である対象
物またはその一部を、すなわち特にここでは患者の歯列弓を明確にする。
【０１４４】
　そのためには、再構成された立体中のデータに対して“閾値化”または“セグメント化
”と呼ばれる操作を行なう。
【０１４５】
　例えば閾値化によって歯とその周辺環境の間で密度の差を表わすグレーのレベルの差を
分析することで、歯列弓の三次元形状を導出する。
【０１４６】
　歯列弓１５２の形状がこのようにして得られる。それを上から見た図として図８に示し
てある。この図では、再構成された立体１５０の包絡線も示してある。
【０１４７】
　歯列弓１５２の形状から水平断面を取り出すことにより、次のステップＳ６において、
上から見たときに歯列弓の中でその歯列弓の互いに向かい合った辺の間を延伸する平均線
１５４を決定する。
【０１４８】
　この平均線の決定は、“軌跡”を特定することに対応する。
【０１４９】
　より詳細には、この平均線１５４（図８）は、のちに装置がパノラマ撮影モードで動作
するとき、Ｘ線発生装置とセンサーが対象物のパノラマ画像を得るためにたどる軌跡とし
て利用されることになる。
【０１５０】
　馬蹄形のこの軌跡により、対象物に適合していて個人に合わせた状態で、パノラマ撮影
装置１０をプログラムすることができる。従来のパノラマ撮影装置は、標準的な歯列弓の
形状をもとにして機能する。したがってその歯列弓はＸ線撮影する対象物に合っておらず
、本発明とは異なってほとんど正確ではない。
【０１５１】
　閾値化のステップは、軌跡の決定の一部をなすことに注意されたい。
【０１５２】
　ステップＳ６で特定される軌跡は、さまざまな現象（歯の充填物などの金属アーチファ
クト（金属対象物の周囲に星状のノイズを生じさせる可能性がある）や、場の中に存在す
る他の対象物（例えば図８の脊柱１５６））によって乱されることがある。
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　ステップＳ６で得られた軌跡の精度を向上させるため、この軌跡を例えば平滑化によっ
て修正する（オプションの）ステップＳ７が設けられている。
【０１５４】
　修正された軌跡が得られると、次のステップＳ８に移る。このステップでは、スリット
は新たに９０°軸回転し、Ｚ軸（ここでは鉛直軸）に平行な向きに戻される。
【０１５５】
　同様に、スリット支持体２２を移動させてスリット１８ｅをＸ線発生装置のウインドウ
１８ｂの前に来させると、Ｘ線発生装置は第１の動作モードに戻る。センサーとＸ線発生
装置のスリットのこの配置は、すでに説明した図２の配置である。
【０１５６】
　軸まわりのこの回転ステップの後、パノラマ撮影装置を新たにプログラムしてパノラマ
撮影モードで動作させることができる。
【０１５７】
　この機会に、ステップＳ６で得られて場合によってはステップＳ７で変更された軌跡が
利用され、コリメーション用スリットを有するＸ線発生装置とセンサーとが新たにＺ軸に
平行に配置された状態の組立体の移動がプログラムされる。
【０１５８】
　従来よりも合致した軌跡を利用して装置がパノラマ撮影モードで動作している間、Ｘ線
発生装置とセンサーからなる組立体は、鉛直方向の回転軸のまわりを回転運動する。この
回転軸は、命令を受け、図３に示したさまざまな駆動手段のおかげでこの軌跡に沿った移
動もする。
【０１５９】
　この移動の間、鉛直方向に配置されたセンサーは、上に説明したＴＤＩモードで動作し
、Ｘ線を照射された対象物（ここでは歯列弓）の画像データを取得する。その画像データ
から、求めるパノラマ画像が生成される。
【０１６０】
　公知のように、歯列弓のパノラマ画像は、馬蹄形の軌跡に沿って移動している間にセン
サーによって取得された画像データをもとにして得られる。
【０１６１】
　アーチ１６の回転運動と、移動盤２４の助けを借りたアーチの回転中心の移動と、セン
サーの画素のシフト（ＴＤＩモード）とを組み合わせることにより、鮮明領域の中に常に
含まれる仮想的な回転点を再び作り出す。したがって鮮明領域の外に位置する解剖学的構
造体は引きずりによるぼけとなって診断を損なうことはないのに対し、鮮明領域に含まれ
る構造体は鮮明に現われる。
【０１６２】
　図９は、本発明によって得られたパノラマ画像の概略図である。
【０１６３】
　このようにして得られたパノラマ画像は、従来から知られている方法と比べて最適化さ
れた品質を持つことに注意されたい。というのも、パノラマ画像は、ここでは、対象物、
特にこの場合には患者の顎の形状に完全に合っているからである。
【０１６４】
　さらに、上に説明したばかりの方法では、オペレータが、不正確な結果をもたらす多数
の操作をすることが回避される。
【０１６５】
　装置がＣＢＣＴモードで動作しているとき、このモードでは高品質の画像を得ようとし
ていないことに注意されたい。それが理由で、この動作モードではＸ線の線量を減らすこ
とができる。
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